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要旨 

 

（監督課  

(『「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項』のリーフレット) 

１ いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内

容をまとめています。 

 ①「始業・終業時刻」について、労働契約締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定

している日について、単に「シフトによる」と記載するだけでは不足しており、労働

日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労

働契約締結時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があり

ます。 

②「休日」について、労働基準法では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも１回

又は４週４日以上の休日を与えなければならないこととされていますので、その旨明

記する必要があります。 

 ③「年次有給休暇」について、「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、その日

に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。使用者は、原則として労働

者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければなりません。 

 

２ 詳細は、厚生労働省ホームページ、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

 

 

雇用環境・均等室 

（『パートタイム・有期雇用労働法、パワーハラスメント防止措置』のリーフレット） 

１ パートタイム・有期雇用労働法が令和２年４月１日（中小企業は令和３年４月１日）

から次のとおり改正されました。 

 ①不合理な待遇差の禁止 

 ②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

 

２ パワーハラスメント防止措置(事業主が講ずべき措置の内容)が、大企業に対しては令

和２年６月１日から、中小企業に対しても令和４年４月１日から義務となっています。 

 

３ 詳細は、厚生労働省ホームページ、京都労働局雇用環境・均等室にお問い合わせくだ

さい。 











京都労働局 雇用環境・均等室からのお知らせ 

 問い合わせ先 ℡０７５－２４１－０５０４ 

が令和２年４月１日（中小企業は令和３年４月１日）より施行されています。 

 

  

改正の内容 

 １ 不合理な待遇差の禁止 

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などのあらゆる待遇につい
て、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。 
どのような待遇差が不合理に当たるかは、ガイドライン（指針）において例示されています。 
法対応のための取組手順書等を活用して、自社の状況を点検し、不合理な待遇差の改善に取り組んで下さ

い。 
 
２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができま
す。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。 
 
３ 事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備 

京都労働局では、雇用管理の改善に向けた援助を行います。また、労使でトラブルになった際には、無料・非
公開の紛争解決手続が利用できます。 
 
☞詳しい資料はこちら 

・法改正の概要 
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf 

・パートタイム・有期雇用労働者法対応のための取組手順書 
https://www.mhlw.go.jp/content/000656095.pdf 

 

改正の目的 

 

   

多様な雇用形態・就業形態で働く人々が、それぞれの働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待

遇の実現」を目指すものです。 

 

が、大企業に対しては令和２年６月１日から、中小企業に対しても令和 4 年 4 月

1日から義務となっています。 

 

事業主が講ずべき措置の内容 

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること 
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・

啓発すること 
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること 
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること 
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること 
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること 
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること 
 

☞詳しい資料はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf
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福祉人材確保に関する情報 

 

１ きょうと福祉人材育成認証制度について 

福祉業界が若者にとって安心して働ける業界であることについて、根拠を持って説明していくツー

ルとして平成２５年度に創設しているところです。また、人材育成に積極的に取り組む福祉事業所を京

都府が認証して公表し、認証取得に向けて取り組む事業所に対しては、専門家による相談会や研修を無

料で実施しています。 

「人材育成に積極的に取り組む」意思表示である「宣言」、基準を満たす事業所を認定する「認証」、

高度な人材確保の取組を実施している法人を「上位認証」として認定する制度を設けています。 

「きょうと福祉人材育成認証制度」に参加するには、まず「宣言」していただく必要があります。「宣

言」いただければ、この認証基準を満たす取組の支援をご案内しますので、現段階で基準を満たしてい

ないと思われる場合でも、まず「宣言」をすることをご検討ください。 

（令和５年４月１日現在、宣言法人５６９法人、認証２７８法人、上位認証１３法人） 

※認証制度の概要については、以下の HPをご覧ください。 

  https://kyoto294.net/welfare/seido/ 

 ※認証制度に参加すると様々な支援メニューが活用できます。以下の HPをご覧ください。 

https://kyoto294.net/welfare/sienmenu/ 

 

２ 京都府福祉人材・研修センターについて 

京都府福祉人材・研修センターとは、厚生労働大臣の認可を得ている福祉に関連する仕事専門の無料

職業紹介所であり、４７都道府県の社会福祉協議会に設置されています。当センターは無料職業紹介所

であることから、京都府福祉人材・研修センター経由で採用者が決定しても「手数料、登録料等」が発

生することはありませんので、職員の採用が必要な時には是非ご活用ください。 

  http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/ 

 

（１）京都府福祉人材・研修センターでの求人掲載について 

   京都府福祉人材・研修センターでは、ハローワーク同様、インターネット上で簡単に求人票を

提出することが可能です。 

   http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/jigyousho/kyujin/ 

（２）離職時の資格届出制度について 

介護福祉士等（介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修１級・２級

課程、旧介護職員基礎研修、介護に関する入門的研修を修了した方も含まれます。）の資格をお持ち

の方で、福祉の仕事から離れる、福祉の仕事に就かない方は届出いただくことになっています。届出

いただくと介護に関する様々な情報をお届けするなどのサポートが受けられます。 

  https://www.fukushi-work.jp/todokede/ 
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３ 京都府外国人介護人材支援センターについて 

  令和２年６月１日に、京都府社会福祉協議会内に京都府外国人介護人材支援センターを開設しまし

た。介護職場ではたらく（はたらきたい）外国人の方や外国人の受入にかかわる事業所からの相談をお

受けしています。また、外国人介護職員や受入事業所向けの研修や交流会も実施しています。 

  http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kpfcsc/ 

 

４ 各種貸付制度について 

京都府社会福祉協議会では、介護分野に就職される方に対する各種貸付制度を実施しています。貸

付条件等詳細は、HPをご確認いただき、京都府社会福祉協議会あてお問い合わせください。 

（１）障害福祉分野就職支援金について 

京都府社会福祉協議会では、他業種で働いていた方等の障害福祉分野への参入を促すことを目的

に、令和３年度から障害福祉分野就職支援資金貸付事業を開始しています。介護職員初任者研修等所

定の研修を修了し、京都府内の障害福祉サービス事業所・施設に就職された場合、就職支援金の貸付

を利用することができ、引き続き就職後２年間障害福祉職員の業務に従事すると全額返還免除とな

ります。 

https://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kashituke/ 

 

５ 京都ジョブパーク福祉人材コーナーについて 

相談から就職、職場への定着までワンストップで支援する京都府の総合就業支援拠点である京

都ジョブパークに「福祉人材コーナー」を設置し、福祉の仕事の紹介や福祉職場への就職相談を行

っています。 

https://www.pref.kyoto.jp/jobpark/job_fukushi.html 

 

 

http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kpfcsc/
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消費者トラブルと見守り 
 

                          京都府消費生活安全センター 

１．消費生活センターの役割 ＜資料：センターのしおり＞ 

◆消費生活相談（電話・来所・インターネット・LINE）  

◆消費生活講座（啓発・教育） 

◆事業者への調査・指導（適正な取引行為、表示に関するもの） 

２．京都府の消費生活相談の現状            

  令和３年度 相談件数 ２０，５６２件  ＜資料：消費者注意報（参考事例）＞ 

〇「お試し」の定期購入に関する相談は減少傾向だが依然高止まり 

健康食品・サプリメント・美容関連商品等を通信販売で購入する際に、「無料お試し」や

「低額のお試し価格」と思って注文したところ、定期購入の条件が付いていたといった相

談は依然として高止まり（③819件、②1,155件）。 

〇インターネット通販の商品未着・連絡不能等に関する相談は高止まり 

ネット通販に関する相談は、近年多くの割合を占めており、注文した商品が届かない「商

品未着」、業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に関する相談件数は高止まり 

（③1,358件、②1,473件） 

〇ＳＮＳに関する相談は増加の一途 

ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラブル、ＳＮＳで知り合った人から怪しい

儲け話を勧められるトラブルなどのＳＮＳに関する相談件数は前年度比 1.3倍 

（③1,186件、②915件） 

○高齢者からの相談割合は高止まり（６５歳以上の相談③６，３３５件（全体の約 31％）         

※特殊詐欺被害における年齢層の状況 ６５歳以上が全体の約８４％（４年度）＜京都府警発表＞  

     

 ３．障がい者の消費者トラブルの特徴  ＜資料：見守りガイドブック P1～P2＞ 

  ①判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とする 

  ②判断に支援が必要な場合、だまされていることに気づきにくい 

  ③被害にあっても抱え込んでしまい周囲に相談しない 

４．相談事例  ＜資料：見守りガイドブック P3～P8事例①～事例⑥＞ 

 ◇ヘルパーが被害を発見したり、利用者から相談を受けた場合は、事業所のケアマネージャ

ーから消費生活センターにご相談ください。 

５．見守り、気づき、声かけ、つなぐ  ＜資料：見守りガイドブック P9～P14＞ 

  ・十分な情報提供 

  ・家族や周囲の人が日頃から様子を気にかける（具体的な声かけ） 

  ・信頼関係の構築（何でも話せる） 

  ・被害に気づいたら、被害を知ったら（地域の連携→相談窓口） 
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６．相談窓口の利用    （いやや！） 

  ★消費者ホットライン  １８８ ＜お近くの消費生活相談窓口をご案内します＞ 

  ★京都府消費生活安全センター ＴＥＬ：０７５－６７１－０００４ 

   ☆京都府山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課  ＴＥＬ：０７７４－２１－２４２６ 

☆京都府南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７１－２３－４４３８ 

☆京都府中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６ 

☆京都府丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７２－６２－４３０４ 

７．消費生活出前講座の案内 

ご利用者の方の消費者被害の早期発見や未然防止に向けた、ケアマネージャーやヘルパー

対象の講座を行っていますので、是非、ご利用ください。 

京都府消費生活安全センター（ＴＥＬ：０７５－６７１－００３０）又はお近くの広域振興

局の相談窓口へご連絡ください。 
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国保連合会への請求について 

 

要旨 

（今年度の特徴） 

・平成30年度から国保連合会の一次審査において「警告」から「エラー（返戻）」に移行

する対応を段階的に実施してきましたが、今年度についても、より精緻に機械的チェッ

クを行うことができる内容について、令和5年11月審査分（令和5年10月サービス提供

分）より、「警告」から「エラー（返戻）」へ移行を行う予定です。返戻移行対象のエ

ラーについては、令和5年6月審査より、該当事業所へ通知予定です。 

 

（基本的事項） 

・基本的な内容は例年どおり 

 

（重要事項） 

・過誤申立金額が多大となる場合は、当月請求金額を上回らないよう調整のうえ、過誤申

立依頼書を市町村へ提出してください。過誤調整額が決定額を上回る場合、国保連合会

に対し、支払いが生じます。（未調整過誤）未調整金は、国保連合会指定の銀行口座へ

直接振り込んでいただく必要があるため、留意してください。 

 



 

 国保連合会への請求について 

 

I. 国保連合会への請求について 

サービス事業所等は、障害福祉サービス等に対する介護給付費等（以下「給付費等」）を、月単位で、国保

連合会を通じて市町村（障害児入所支援は都道府県。以下「市町村等」）に請求します。請求に対し、国保連

合会による一次審査が行われ、続いて市町村等による二次審査が行われ、審査結果に応じて給付費等の支払

が行われます。 

 

 

II. 電子証明書について 

給付費等の請求方法は、国保中央会提供の簡易入力システム等を利用して作成した請求情報を電子請求

受付システムに送信します。 

インターネット請求に係る電子証明書の有効期間は３年間で、証明書の有効期間終了日より 90日前に証

明書の更新を促すお知らせが通知されます。 

電子証明書の更新を行わずに有効期間終了日を迎えると、電子請求受付システムでの請求ができなくな

りますので、この通知を受信されましたら、速やかに電子証明書の更新申請をお願いします。 

 

＜電子証明書発行手数料＞ 

No 証明書利用区分 有効期間 発行手数料※ 説明 

1 障害者総合支援証明書 3年 7,800円 

事業所等及び代理人が、障害者

総合支援の請求に利用できる電

子証明書です。 

2 介護・障害共通証明書 3年 13,900円 

代理人が、介護保険及び障害者

総合支援の請求に利用できる電

子証明書です。 

 

※発行手数料については、電子証明書発行にかかる手数料であることから、有効期間の途中で証明

書が不要となった場合等も返金は行いません。 

 

 

III. 返戻について 

サービス事業所等が提出した請求情報は、一次審査及び二次審査により、内容に誤り等があった場合、

「返戻」（差し戻し）となり、「返戻等一覧表」が通知されます（すべての請求情報が正当となった場合、

「返戻等一覧表」は通知されません）。 

サービス事業所等は、提出した請求情報が返戻となった場合、その内容について確認を行い、請求情

報を修正し国保連合会に再請求を行います。 

  

 主なエラーと対処方法 

エラー 

コード 
エラーメッセージ 内 容 

ＥＤ０１ 
資格:該当の請求情報は既に支払

確定済です。 

今月又はそれ以前に、同じ様式の提出があります。内

容が同じであれば、再請求の必要はありません。 



 

エラー 

コード 
エラーメッセージ 内 容 

ＥＧ０３ 
資格：受給者台帳にサービス提供

年月時点で有効な受給者の支給決

定情報が登録されていません 

請求明細書に入力されたサービスコードが、受給者

証の支給決定内容のサービス種別に対応していませ

ん。 

ＥＧ１３ サービス提供年月が支給決定期間の範囲外です。 

ＥＧ０５ 

資格：請求情報の上限額管理事業

所番号が受給者台帳の「利用者負

担上限額情報・上限額管理事業所

番号」と一致していません 

請求明細書の上限額管理事業所（上限額管理者）の

事業所番号が、受給者台帳の利用者負担上限額管理

情報における上限額管理事業所番号と異なっていま

す。 

ＥＧ１２ 

資格：受給者台帳にサービス提供

年月時点で有効な受給者の利用者

負担上限月額情報が登録されてい

ません 

サービス提供年月が受給者台帳の利用者負担上限月

額の有効期間の範囲外です。 

ＥJ０８ 
受付：管理結果と管理結果後利用

者負担額の関係が不正です 

上限額管理結果票における利用者負担額集計・調整

欄の管理結果後利用者負担額と利用者負担額または

利用者負担上限月額が異なっています。 

ＥJ１６ 

受付：請求明細書の上限額管理事

業所の「管理結果」と「管理結果

額」の関係が不正です 

請求明細書の管理結果額と調整後利用者負担額が異

なるなど、管理結果額との不整合があります。 

ＰＰ０８ 

支給量：上限額管理結果票に存在

しない事業所の請求明細書があり

ます 

上限額管理結果票に事業所番号が記載されていませ

ん。または当該事業所番号の入力が誤っています。

上限額管理事業所に確認し、上限額管理者のミスに

よるものであれば、上限額管理結果票を修正しても

らう必要があります。 

ＰＰ１９ 

支給量：実績記録票に該当するサ

ービスが請求明細書に存在してい

ません 

実績記録票に該当するサービスが請求明細書にあり

ません。 

請求明細書が返戻になった場合、実績記録票は当該

エラーで返戻となります。 

 

  ※受給者の受給資格に関する返戻については、受給者証の確認を行い、請求した情報に誤りがない 

場合は受給者の市町村に資格の確認を行ってください。 

 

※「Ｓ」又は「Ｔ」から始まるエラーコードで返戻理由が不明な場合 

・二次審査（市町村等での審査）での返戻のため、受給者の市町村に確認を行ってください。 

・障害児入所給付については京都府障害者支援課に確認を行ってください。 

 

 

 

 



 

IV. 過誤申立について 

前月以前に支払が確定した請求情報に誤りがあり、実績を取り下げる場合には、「過誤処理」が 

必要となります。 

過誤処理とは、具体的には、請求明細書を取り下げる（過誤をする）ことです。 

過誤をした請求情報に対しては、必要に応じ、再度、内容を修正した正しい請求（再請求）を 

行います。 

 

1. 過誤申立の流れ 

 

 サービス事業所等 市町村 国保連合会 

当月 ①過誤申立依頼書の提出 ②受領  

翌月 

 
③過誤申し出情報の送信 

（4 日） 
受信、④過誤処理 

⑤正しい請求明細書等の提出 

（締切：10 日） 

 ⑥受付、審査 

翌々月 ⑧支払額及び通知書の確認  
⑦支払決定額通知書・過誤決定通知書の

送付 （5 日） 

⑨支払い （15 日） 

 

「①過誤申立依頼書」は市町村へ提出してください。 

「①過誤申立依頼書の提出」の翌月に国保連合会へ「⑤正しい請求明細書等の提出」をしてください。

「④過誤処理」と「⑥受付、審査」を同月に行うことにより、金額調整の影響が少なくなります。 

過誤処理結果については、「⑦障害福祉サービス費等過誤決定通知書」にてお知らせします。 

 

※過誤申立依頼書の様式及び記載例については京都府国保連合会ホームページに掲載しています。 

 

 

2. 過誤調整額が支払決定額を超えた場合について 

過誤調整を行った月にサービス事業所等へ支払われる金額は、その月の決定額と過誤処理による調 

整額とを相殺した額になります。 

 

 

 

※決定額とは、当月の請求情報に対し確定した金額です。 

過誤処理と同一月に再請求情報の提出があった場合は、通常の請求情報（当月及び月遅れ請求分）

と再請求分（過誤処理に対する請求分）を合わせた金額になります。 

  

 

 

 

 

 

 

過誤申立金額が多大となる場合は、当月請求金額を上回らないよう調整のうえ、過誤申立依頼書

を市町村へ提出してください。過誤調整額が決定額を上回る場合、国保連合会に対し、支払いが

生じます。（未調整過誤）未調整金は、国保連合会指定の銀行口座へ直接振り込んでいただく必

要があるため、留意してください。 

重要！！ 

支払決定額＝※決定額－過誤調整額 



 

3. 過誤処理分の再請求について 

 

項番 請求誤り 過誤申立 再請求 

1 
請求明細書・サービス提供実績記録

票の誤り 

過誤申立書を

市町村に提出 

翌月の 10 日までに国保連合会へ正しい

請求明細書とサービス提供実績記録票

を提出 

2 
利用者負担上限額管理結果票のみ

の誤り 
不要 

国保連合会へ利用者負担上限額管理結

果票の修正を提出 

3 
請求明細書と利用者負担上限額管

理結果票両方の誤り※ 

過誤申立書を

市町村に提出 

翌月の 10 日までに国保連合会へ正しい

請求明細書と利用者負担上限額管理結

果票の修正を提出 

 

※利用者負担上限額管理結果票の修正により、複数の事業所の請求明細書に変更が生じる場合は、 

それぞれの請求明細書に対して対応が必要です。 

 

 

V. よくある問い合わせについて 

【新規事業所関係について】 

Ｑ１．国保連合会への届出はどうすればよいか。 

Ａ１．都道府県等より国保連合会へ新規事業所の情報が届き次第、必要書類を送付しますので、お手続

きください。なお、送付は指定を受けられた翌月の月初めとなります。 

 

【届出関係について】 

Ｑ２．『障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届』の届出内容に変更があった。 

Ａ２．請求者、口座情報、口座名義人に変更があった場合は、事業所で保管されている『障害福祉サー

ビス費等の請求及び受領に関する届』の該当箇所を二重線で消し込み、赤字で変更内容を記入し

たうえで、毎月２０日必着にて国保連合会に送付してください。変更内容については翌月より適

用されます。なお、上記以外の変更の場合は、指定を受けられた都道府県等へ届け出てください。 

 

【請求関係について】 

Ｑ３．電子請求受付システムの各種マニュアルがどこにあるか分からない。 

Ａ３．電子請求受付システムにログイン後、トップページ上部に表示されている『マニュアル』よりダ

ウンロードできます。 

 

Ｑ４．電子請求受付システムにログインできなくなった／パスワードを紛失した。 

Ａ４．パスワードに入力誤り（アルファベットの大文字・小文字等）がないかを再度ご確認くださ

い。パスワードを紛失された場合は再発行を行いますので、返信用封筒を同封のうえ「発行願」

を提出してください。 

「発行願」の様式については京都府国保連合会ホームページよりダウンロードできます。 

 



 

Ｑ５．証明書発行用パスワードを紛失した。 

Ａ５．証明書発行用パスワードを紛失された場合は、電子請求受付システムより再発行してくださ

い。なお、この手続きを行った場合、現在使用している証明書の有効期間の残日数に関わら

ず、新たに申請した電子証明書の発行手数料が発生しますのでご注意ください。手順につい

ては、電子請求受付システム操作マニュアル（事業所編）をご確認ください。 

 

Ｑ６．請求データの作成方法が分からない。 

Ａ６．請求データの作成方法及びソフトの操作方法については、電子請求受付システムより電子請求受

付システム操作マニュアル（簡易入力編）をダウンロードしてご確認ください。 

 

Ｑ７．間違った請求データを送信したので取り消したい。 

Ａ７．毎月１～１０日の受付期間であれば、国保連合会に連絡いただかなくても事業所にて電子請求受

付システムより取り消しが可能です。手順については、電子請求受付システム操作マニュアル（事

業所編）をご確認ください。 


